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１ データ交換の概要 

データ交換とは、輸出国の発給当局が輸入国税関と直接特定原産地証明書を電子的に交換する仕組みです。

日本からの輸出については、第一種特定原産地証明書発給システム（以下、「発給システム」）上で、特定

原産地証明書の内容がデータ化されて直接発給システムから相手国税関に送付されます。 

日本、相手国双方での特定原産地証明書の受け渡しが電子データ化されることで、これまで必要とされて

いた、窓口での特定原産地証明書の紙原本の受取や輸入者への紙原本の郵送が不要となります。ただし、発

給された特定原産地証明書の番号等について、申請者から輸入者に通知する必要があります。 

データ交換が導入されると、発給システム上での発給申請書入力の画面が一部変更になります。 

一点目は、「積込地、経由地、仕向地」（下記コード一覧表のシート「英文港名」）、「第三国インボイ

スの発行者の国名」（下記コード一覧表のシート「国名コード」）、「産品の梱包形態」、「産品の梱包単

位」、「産品の重量・数量単位」が、自由記入ではなくコード選択式になります。各項目のコードは、以下

のとおりです。 

 

（日インドネシア協定用：コード一覧表） 

 https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/ijepa-ecoappendixcode.xlsx 

 

（日タイ協定用：コード一覧表） 

  https://www.jcci.or.jp/gensanchi/jtepa-ecoappendix-code.xlsx 

 

 二点目は、任意入力項目として、輸入者ID欄が追加されます。 

 また、日タイ協定については、「Marks and numbers(荷印・荷物番号)」および「Number and kind of 

package(包装数量・単位・形態)」は、原産地証明書ごとに１つではなく、証明書に記載する産品ごとにデ

ータ送信および証明書印字を行う形式になります。 

発給システムの入力項目の変更・追加に伴い、TSV データの項目も変更になります。データ交換に対応

したTSV データについては、「TSV形式での新規入力について」（6ページ）をご覧ください。 

 

輸入通関の手続きでは、輸入者が電子原産地証明書（以下、「e-CO」）の18桁の番号を輸出先の税関に提

示し、税関が当該e-CO番号の受信を確認できれば、e-COの利用が可能です。具体的な申告手続きは、輸出先

の税関にご確認ください。 

 

  

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/ijepa-ecoappendixcode.xlsx
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/jtepa-ecoappendix-code.xlsx
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２ 第一種特定原産地証明書の発給申請書を入力する 

第一種特定原産地証明書発給システムから、発給申請書を入力し、申請手続きをします。 

 

（１）第一種特定原産地証明書発給システムにログインする 

 ①第一種特定原産地証明書発給システムのURLにアクセスする 

 ②画面上部の［ログイン画面］ボタンをクリックする 

 ③ログイン画面で、［ユーザーID］と［パスワード］を入力し、［ログイン］ボタンをクリックする 

  ［メインメニュー］画面が表示されます。 

  

 

（２）［発給申請書入力］画面を開く 

①［発給申請］メニューの［発給申請書入力］をクリックする 

  ［発給申請状況照会 一覧］画面が表示されます。 

 

 ②［発給申請状況照会 一覧］画面の［新規入力］ボタン（B）をクリックする 

  ［発給申請書入力］画面が表示されます。 
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◼ ［状態］欄のステータスについて 

⚫ 発給申請…発給申請中（受理前のため、申請者によって申請取消が可能）の状態。 

⚫ 手続中…発給事務所が、発給申請を受理し、審査している状態。 

⚫ 手続中（承認）…審査が完了し、手数料額が確定した状態。クレジット決済もしくは事前振込に

よる手数料の支払いが完了すると「交付済」になる。後日払いの場合は、承認後、直ちに「交付

済」になる。 

⚫ 交付済…データ交換により、第一種特定原産地証明書が相手国税関に送付されている状態。また、

証明書のPDFファイルをダウンロードできる状態。 

⚫ 保存…入力した情報が保存されているだけの発給申請前の状態。 

保留…審査段階で、内容の不備などの理由で差し戻された状態。「修正」ボタンから再度発給申

請が可能。 

⚫ 否決…発給申請が否決された状態。 

◼ ［送信ステータス］の欄について 

⚫ 送信中…相手国税関にe-COが送信されている最中の状態。 

⚫ 送信完了…相手国税関にe-COが届き受理された状態。 

⚫ 取消中…再発給申請が「交付済」になり、再発給元のe-COに対する取消データ（信号）が相手国

税関に送信されている最中の状態。 

⚫ 取消済…再発給元のe-COに対する取消データ（信号）が相手国税関に届き受理された状態。 

⚫ 送信中（リトライ中）…相手国税関にe-COが正常に送信されなかったため、再度e-COの送信を

行っている最中の状態。 

⚫ 取消中（リトライ中）…相手国税関に再発給元のe-COに対する取消データ（信号）が正常に送信

されなかったため、再度取消データ（信号）の送信を行っている最中の状態。 

 

  

⚫ ［状態］のステータス欄が［手続中］、［手続中（承認）］、［交付済］、［否決］になって

いる場合は、発給申請者による情報の変更はできません。 

⚫ ［状態］のステータス欄が［発給申請］になっている場合は、［申請取消］ボタンを押すこと

で［保存］に戻り、情報の変更が可能になります。 

⚫ データ交換については、［交付準備完了］のステータスはありません。 

Ａ 

Ｃ 

Ｂ Ｄ 
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⚫ また、手数料の納付方法が「後日払い」の場合、［手続中（承認）］のステータスはなく、発

給事務所による承認後、直ちに［交付済］になります。 

⚫ 初回入力時のサイナーと異なるサイナーが入力内容の修正作業などを行った場合、新たに作業

をしたサイナーに名前が変更されますのでご注意ください。 

 

  

⚫ ［状態］のステータス欄が［発給申請］、［手続中］、［手続中（承認）］、［交付済］の情

報を複写して新規入力をする場合は、検索メニュー（A）を入力して、［検索表示］ボタンを

クリックします。（C）に検索結果が表示されるので、複写したい発給申請情報の［複］ボタ

ンをクリックします。 

⚫ データ交換開始前（日タイ協定の場合2025年10月31日まで）に作成した発給申請書の複写によ

る発給申請書の作成は不可ですので、新規で、データ交換方式に対応した発給申請書を作成し

てください。 

⚫ 保存した情報を修正・削除するには、検索メニュー（A）を入力して、［検索表示］ボタンを

クリックします。（C）に検索結果が表示されるので、状態が「保存」「保留」の場合、修

正・削除したい発給申請情報の［修］、または［削］ボタンをクリックします。 

⚫ ［発給申請］になっている案件は、「発給申請状況照会 一覧」画面で当該発給申請の「受付番

号」をクリックし、発給申請書参照画面の一番下にある「申請取消」ボタンをクリックするこ

とで［保存］に戻すことができます。その後、「保存」状態になっている「受付番号」をクリ

ックし、発給申請書参照の一番下にある「修正」ボタンを押すことで修正が可能です。 

⚫ 状態が「手続中」の場合、発給事務所が審査を行っている最中であり、申請者は発給システム

上での修正ができません。修正を希望する場合は、発給事務所にご連絡ください。 

⚫ 状態が「手続中（承認）」または「交付済」の場合、修正・削除できませんので、記載事項の

変更がある場合は「再発給申請」（17ページ参照）を行ってください。 

 

◼ TSV形式での新規入力について 

入力作業を効率化するため、TSVファイルを利用した申請方法があります。（D）［TSV形式で新規入力］

をクリックして、［発給申請TSV取込］を参照してください。TSVを作成するための発給申請情報登録

（HED情報および産品情報）を掲載しています。 

 

（３）発給申請書を提出する 

 ①［発給申請書入力］画面で、必要な情報を入力、コード選択する 

 

  

⚫ ［協定］［発給事務所］および入力項目名の左側に◎のある項目は必ず入力してください。 

⚫ ［協定］欄で協定名を誤ったまま入力を続けて、入力後に［協定］欄の内容を変更すると、協

定により異なる一部の入力情報が削除されます。協定名の選択は最初によく確認してから行っ

てください。 

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/tebiki_system.pdf#page=66
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⚫ ［協定］欄を選択後、カーソルを次の入力項目に移動せずにマウスホイールで画面下部へスク

ロールすると、選択した協定が動いてしまうことがあるのでご注意ください。 

⚫ 各協定で使用するHSコード、原産地基準などが違うため、同じ輸出産品を複数の協定に基づき

発給申請したい場合は、協定ごとに発給申請をしてください。 

⚫ 注記に従い、全角・半角文字に注意して入力してください。 

⚫ 「和文」とある項目は日本語で、「英文」とある項目は英語（アルファベット）で入力してく

ださい。 

 

◼ ［協定］～［発給事務所］欄 

 
 

◼ ［発給申請者］の項目 

 

 

  

⚫ ［発給申請者］の項目は、ログインしたサイナーの情報に紐づき自動で入力されています。内

容を確認してください。 

⚫ 発給申請を行うことができるのは、輸出者のみです。 

⚫ 英文所在地における末尾の「,JAPAN」は、データ交換では、自動的に「Japan」の国名コード

が付与されて相手国税関に送信されるため、発給申請書上表示されません。なお、特定原産地

証明書のPDFファイルの「1.Exporter's name, address and country:」については、末尾に

「,JAPAN」が印字されます。 
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◼ ［輸入者又は荷受人のフルネーム、所在地等］ 

 

 

  

⚫ データ交換における［輸入者］の［英文所在地］欄では、国名は記載しないでください。 

⚫ 輸入者IDは、輸入者から輸出者に対してe-COに入力してほしいと要望があった場合に入力す

る、任意入力項目です。入力する場合は、「入力」ボタンをクリックした後、入力してくださ

い。 

 

  

⚫ 英文所在地の「国名」は、日インドネシア協定の場合は「INDONESIA」、日タイ協定の場合

は「THAILAND」と表示されます。 

⚫ ［輸入者］欄には、対象産品を輸入するEPA締約相手国の英文輸入者（輸入申告者）名、およ

び住所を入力してください。 

 

◼ ［輸送手段］の項目 
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↓ 

 

 

  

⚫ 遡及発給かを確認するため、［Means of Transport and route］（輸送手段）欄の［船積日（予

定日）］欄は必ず入力してください。「遡及発給」でない場合で、船積日が直前に変更となる

可能性がある場合は、右側のチェックボックスのチェックを外すことで、e-COデータとして送

信しない（証明書に印字しない）ことが可能です。 

⚫ 「遡及発給」となった場合、右側のチェックボックスを外していても、船積日がe-COデータと

して強制的に送信（証明書に強制的に印字）されます。発給申請の時点では船積日前でも、承

認された段階で「遡及発給」となる可能性がありますので、ご注意ください。 

⚫ ［積込地］、［経由地］、［仕向地］、および［便名］欄は、わかる範囲で入力してくださ

い。e-COデータとして送信しない（証明書に印字しない）項目は、右側のチェックボックスの

チェックを外してください。遡及発給の場合、積込地など必須記載項目がありますので、船積

後の確定情報を確認のうえ、各項目のチェックを残して発給申請を行ってください。 

⚫ ［積込地］、［経由地］、［仕向地］のいずれかのチェックボックスに☑を選択した場合、

［便名］の記入が必須になります。 

⚫ ［経由地］が複数ある場合はどの地名を入力しても構いません。 

 

 

  

⚫ 「積込地」、「仕向地」のコードを選択する場合、「値を選択してください」の欄をクリック

すると、地名の入力欄が表示されるので、地名のアルファベットを入力してください。アルフ

ァベットを入力すると、地名の候補が表示されますので、該当する地名を選択します。入力す

るアルファベットの文字数が多いほど候補が絞られます。 

⚫ 「経由地」のコードを選択する場合、「国選択」欄の「値を選択してください」の欄をクリッ

クすると、国名の入力欄が表示されるので、国名のアルファベットを入力してください。アル

ファベットを入力すると、国名の候補が表示されますので、該当する国名を選択します。入力

するアルファベットの文字数が多いほど、候補が絞られます。次に、「経由地」欄の「値を選

択してください」の欄をクリックすると、経由地の入力欄が表示されるので、経由地のアルフ

ァベットを入力してください。アルファベットを入力すると、経由地の候補が表示されますの

で、該当する経由地を選択します。入力するアルファベットの文字数が多いほど候補が絞られ

ます。 
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⚫ 遡及発給の場合、特定原産地証明書のPDFファイルの［Means of Transport and route］（輸送

手段）欄に船積日（予定日）が自動で印字されます。また、インドネシア協定については、

Remarks欄に「ISSUED RETROACTIVELY」が自動印刷されます。 

⚫ ［積込地］、［経由地］、［仕向地］について、e-COデータとして送信されるのはコード値の

みで、港名は送信されません。特定原産地証明書のPDFファイルには、コード値と港名の両方

が記載されます。 

 

◼ ［第三国インボイスの使用および第三国インボイスの発行者］ 

 

 

  

⚫ 第三国で発行されたインボイスを輸入国税関に提出する場合、インボイス発行者の英文名称、

英文所在地を入力してください。英文所在地については、最初に国名を選択します。「国選

択」欄の「値を選択してください」の欄をクリックすると、国名の入力欄が表示されるので、

国名のアルファベットを入力してください。アルファベットを入力すると、国名の候補が表示

されますので、該当する国名を選択します。入力するアルファベットの文字数が多いほど候補

が絞られます。 

 

  

＜第三国インボイス利用時の第三国の輸出者の記載ルール＞ 

輸入申告時に第三国インボイスを利用する場合で、 

⚫ 第三国で発行されたインボイス番号・日付が発給申請時に判明している場合 

⇒［産品情報入力］画面で、第三国の輸出者発行のインボイス番号、および日付を入力す

る。 

⇒［第三国インボイスの使用および第三国インボイスの発行者］の項目で、第三国の輸出

者の英文名称・所在地を入力する。 

⚫ 第三国で発行されたインボイス番号・日付が発給申請時に不明（未確定）の場合 

⇒［産品情報入力］画面で、日本の輸出者発行のインボイス番号、および日付を入力す

る。 

⇒［第三国インボイスの使用および第三国インボイスの発行者］の項目で、第三国の輸出

者の英文名称・所在地を入力する。 
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◼ ［荷印・荷物番号／包装数量・包装単位・包装形態］の項目 

【日インドネシア協定】 

 

【日タイ協定】 

 

 

 日インドネシア協定・日タイ協定共通 

⚫ ［Marks and numbers（荷印・荷物番号）］欄の入力では改行をしないでください。 

⚫ 特定原産品とそうでないものが混載されている場合、［Marks and numbers（荷印・荷物番

号）］欄には特定原産品のケースマーク（荷印）のみを入力してください。 

⚫ ［Number and kind of package（包装数量・単位・形態）］欄は、全ての項目を選択・記入する

必要があります。 

 

 日インドネシア協定・日タイ協定共通 

⚫ ［Marks and numbers（荷印・荷物番号）］欄には、ケースマーク（荷印）を英文で入力してく

ださい。入力が無い場合は、第一種特定原産地証明書に「No Marks」と記載されます。 

⚫ 「包装単位」欄および「包装形態」欄は、「値を選択してください」の欄をクリックすると入

力欄が表示されるのでアルファベットを入力し、表示される候補一覧から該当の包装単位およ

び包装形態を選択します。入力するアルファベットの文字数が多いほど候補が絞られます。 
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 日インドネシア協定のみ 

⚫ 本欄では、原産地証明書における全てのケースマーク情報を入力してください。 

 

 日タイ協定のみ 

⚫ 後述の産品情報入力欄にも、産品毎の［Marks and numbers（荷印・荷物番号）］欄および

［Number and kind of package（包装数量・単位・形態）］欄の入力欄があります。 

本欄では、原産地証明書における代表的な情報を入力してください。入力内容の判断に迷う場

合は、必要に応じて、輸入者を通じてタイ税関に事前確認いただくのが確実です。 

⚫ 2024年12月16日に実装した、［Marks and numbers（荷印・荷物番号）］欄のラジオボタン選

択式は廃止し、同日以前と同様、フリー入力欄のみとなります。「as per invoice No.インボイ

ス番号 dated インボイス日付」を表記する場合、フリー入力欄への手入力となります。TSV

ファイルにおいても、HED情報と産品情報の両方に、「Marks and numbers」、「包装数

量」、「包装単位コード」、「包装形態コード」の入力欄があります。産品情報については、

産品毎に、HED情報で入力した内容と異なる内容がある場合、その内容を入力してください。

空欄の場合、HED情報の入力内容を複写します。 

 

◼ ［原産品名・数量・インボイス番号など］の項目（「産品情報入力」画面） 

［産品情報入力・修正／削除］ボタンをクリックして、［産品情報入力］画面から産品情報を入力します。

詳細は以下のとおりです。 

 
 

【日インドネシア協定】 

 

① 

⑧ 

⑦ 
⑥ ④ ⑤ 

② ③ 

④ 
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項目 概要 

  原産品判定番号 

［原産品一覧選択］ボタンをクリックすると、発給申請可能な原

産品判定番号一覧がポップアップで表示されます。発給申請した

い輸出産品の原産品判定番号をクリックすると、選択した産品情

報が自動で入力されます。原産品判定番号を直接入力することも

可能です。 

  原産品名 
①の［原産品判定番号］欄に入力した番号に紐づいた原産品名が

自動で入力されます。 

  重量または数量 

 単位 

［重量または数量］欄に数字を入力するとともに、［単位］欄で

該当のコードを選択してください。［単位］欄は、「重量」もし

くは「数量」を選択した後、「値を選択してください」の欄をク

リックすると表示される単位の入力欄に単位のアルファベットを

入力し、表示される候補一覧から該当の単位を選択します。入力

するアルファベットの文字数が多いほど候補が絞られます。 

  HSコード 

企業登録番号 

同意有効期限 

①の［原産品判定番号］欄の入力情報に紐づいたHSコード、企

業登録番号、同意有効期限が自動で入力されます。 

  原産地証明書に印字される原産

品名 

①の［原産品判定番号］欄の入力情報に紐づいた②「原産品名」

の内容が自動で入力されますが、インボイスとHSコードに相当

する品名と実質的に同一となる範囲内で加筆等が可能です。 

  インボイス番号 

インボイス日付 

インボイス番号と日付を入力します。 

１産品に対応するインボイスが複数ある場合は、「追加」ボタン

をクリックすると、２つ目の入力が可能になります。１産品あた

り最大５つのインボイス情報の入力が可能です。 

  登録ボタン 

クリックすると、入力情報を登録します。 

登録後、⑧の［産品入力済一覧］に、産品情報が表示されます。 

輸出産品が複数ある場合には、①～⑦の入力を繰り返し行いま

す。すべての輸出産品の登録が完了したら、［戻る］ボタンをク

リックして［発給申請書入力］画面に戻ります。 

  産品入力済一覧 登録済みの産品情報が一覧表示されます。 
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【日タイ協定】 

 

 
 

項目 概要 

  原産品判定番号 日インドネシア協定と同じ 

  原産品名 日インドネシア協定と同じ 

  重量または数量 

 単位 
日インドネシア協定と同じ 

  HSコード 

企業登録番号 

同意有効期限 

日インドネシア協定と同じ 

  原産地証明書に印字される原産品名 日インドネシア協定と同じ 

  インボイス番号 

インボイス日付 
日インドネシア協定と同じ 

  「証明書と異なる」のチェックボッ

クス 

産品ごとに、［Marks and numbers（荷印・荷物番号）］お

よび［Number and kind of package（包装数量・単位・形

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑨ 

④ 

⑩ 

⑦ 

⑧ 
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態）］が、11ページの［荷印・荷物番号］欄および［包装数

量・単位・形態］欄で入力した内容と異なる場合、チェック

ボックスに☑を入れてください。 

  Marks and numbers（荷印・荷物番

号）／Number and kind of package

（包装数量・単位・形態） 

⑦でチェックボックスに☑を入れた場合、入力できるように

なります。当該産品に対応する［荷印・荷物番号］および

［包装数量・単位・形態］を入力してください。 

  登録ボタン 日インドネシア協定と同じ 

  産品入力済一覧 日インドネシア協定と同じ 

 

 

【日タイ協定・日インドネシア協定共通】 

◼ ［本件に関するご担当者］～［審査完了後のメール送信希望の有無］の項目 

 

 

  

⚫ ［本件に関するご担当者］欄では、本発給申請に関する問い合わせ先となる担当者情報を入力

してください。 

⚫ ［本件に関するご担当者］に入力いただいた情報は、特定原産地証明書発給業務のために利用

するものであり、同意なく相手国を含む第三者に提供することはありません。 

⚫ 手数料納付方法は「銀行振込／クレジット決済」または「後日払い」、交付（受取）方法は

「データ交換」と表示されます。 

⚫ 手数料の支払いについての詳細は、「４．発給手数料の支払いについて」（22ページ）を参照

してください。 

⚫ ［審査完了後のメール送信希望の有無］では、審査が完了した旨のメールを希望するか選択し

ます。希望する場合は、［E-mail］欄に送信先のメールアドレスも入力してください。 
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②［発給申請］をクリックする 

  発給受付番号が表示され、発給申請が完了します。 

  
 

 

 

  

⚫ ［控え印刷］ボタンをクリックすると、発給申請書の控えを印刷することができます。 
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３ 再発給申請をする 

原則として、一度発給した第一種特定原産地証明書（審査が終了して手数料が確定した証明書）の再発給

は行っていませんが、記載事項変更の理由に限り、第一種特定原産地証明書発給システムから再発給の申請

ができます。 

 

  

⚫ 再発給には再発給手数料が必要です。誤って、再発給申請ではなく、新規で発給申請を行い、

承認後に再発給案件であることが判明すると、元発給分、再発給分に加え、「新規」発給分の

手数料負担が生じますので注意してください。再発給手数料は、新規発給手数料と同様の計算

方法で算出されます。 

⚫ 後日払いの場合を除き、元発給分の支払いが完了した後、再発給申請が可能となります。再発

給元の特定原産地証明書の状態が「交付済」の場合（支払いを完了している場合）、再発給ボ

タンの押下が可能です。 

⚫ 再発給申請が可能なタイミングは、輸入者が相手国税関で最初の原産地証明書を利用した輸入

通関手続きを行う前までです。 

⚫ 内容確認や追加資料提出依頼などのため、第一種特定原産地証明書の発給事務所から連絡させ

ていただく場合があります。 

⚫ 審査の結果、再発給できない場合もあります。 

⚫ PDFファイルをダウンロード・印刷した場合、印刷した特定原産地証明書の返納は不要です。

発給申請者のパソコン等からPDFファイルを消去するとともに、印刷した証明書も全て破棄し

てください。再発給申請をし、「手続中（承認）」になると、元の証明書の「証明書オンライ

ン発給」のボタンが非表示となります。 

⚫ ダウンロードしたPDFファイルもしくは印刷した特定原産地証明書を亡失または滅失等した場

合、再発給申請は不要です。再度、「証明書オンライン発給」ボタンをクリックし、特定原産

地証明書データをダウンロード・印刷してください。 

⚫ データ交換開始前（日タイ協定の場合、2025年10月31日まで）にPDF形式で発給された特定原

産地証明書の再発給申請は不可ですので、新規で、データ交換方式に対応した発給申請書を作

成してください。 

 

（１）第一種特定原産地証明書発給システムにログインする 

 ログインの方法は、発給申請書の入力時と同様です。（4ページを参照） 
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（２）［発給申請書入力］画面を開く 

①［発給申請］メニューの［発給申請書入力］をクリックする 

  ［発給申請状況照会 一覧］画面が表示されます。 

 

②［発給申請状況照会 一覧］画面で、「状態」のプルダウンを「発給申請」から「交付済」に変更し、

その他の検索条件を設定して「検索表示」をクリックする 
 

 

↓ 

 

③ 再発給申請する発給申請情報の受付番号をクリックする 

   状態が「交付済」かつ送信ステータスが「送信完了」であれば、再発給申請が可能です。 
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④ ③の受付番号をクリックし、［発給申請書参照］画面で、画面に一番下までスクロールして［再発給］

ボタンをクリックする。 
 

  再発給を行うか否かの確認画面が表示されます。 

 

 

 

⑤ 注意事項をよく確認し、［再発給する］ボタンをクリックする 

  ［再発給申請書入力］画面が表示されます。 
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（３）再発給申請書を提出する  

① ［再発給申請書入力］画面で、記載事項の［変更の発生事由］欄で変更が発生した理由を入力し、

［修正入力］ボタンをクリックする 

 

② ［発給申請書入力］画面で再発給申請書の作成を行う 

  作成が完了したら、画面一番下の［内容確定］ボタンをクリックします。 

 

↓ 
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③ ［再発給申請書入力］画面の内容を確認し、問題なければ「発給申請」ボタンをクリックする 

 

 

  

⚫ 後日払いの場合は、再発給申請が承認されると、発給システムから再発給元のe-COに対する取

消データが相手国税関に送信されます。相手国税関から取消受領信号が届き、再発給元のe-CO

の送信ステータスが「取消済」になると、再発給分のe-COが相手国税関に送信されます。 

⚫ 後日払いでない場合は、再発給申請が承認された後、クレジットによる支払いもしくは事前振

込完了後に発給システムから再発給元のe-COに対する取消データが相手国税関に送信されま

す。相手国税関から取消受領信号が届き、再発給元のe-COの送信ステータスが「取消済」にな

ると、再発給分のe-COが相手国税関に送信されます。 
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４ 発給手数料の支払い 

後日払いの場合を除き、発給手数料の納付と引き換えにe-COを相手国税関に送信します。 

（１）発給手数料について 

データ交換の発給手数料は、従前の専用紙発給およびPDF発給の場合と同様、①基本料＋②加算額です。 

①基本料：発給申請１件につき2,000円  

②加算額：「第一種特定原産地証明書記載産品数」x「加算単価」 

 

  

⚫ 第一種特定原産地証明書に記載された輸出産品数と加算単価を掛け合わせた金額が加算額です。 

加算単価は１品あたり500円です。第一種特定原産地証明書記載産品に係る原産品判定番号の申

請者による使用回数が20回を超えた場合、それ以降（21回目から）は50円です。 

⚫ 基本料2,000円、加算額（500円もしくは50円）とも、消費税は非課税です。 

◼ 手数料の計算方法 

①第一種特定原産地証明書記載産品数のカウント方法 

⚫ 第一種特定原産地証明書に記載された輸出産品数を各々カウントします。 

⚫ 同一証明書に同じ輸出産品が複数記載されている場合は、それぞれを一産品としてカウントします。 

⚫ 同一産品にインボイスが複数記載されている場合も一産品としてカウントします。 

②加算額の決定に使用する原産品判定番号の使用回数のカウント方法 

⚫ 使用回数のカウントは、発給申請者ごとに行います。 

⚫ 同一証明書に、同じ原産品判定番号に基づく同一の輸出産品が繰り返し記載されている場合は、そ

れぞれの使用回数を累計します。 

⚫ データ交換開始前に交付を受けた特定原産地証明書に記載された輸出産品に係る原産品判定番号の

使用回数も通算します。 

 

  

⚫ 発給手数料は、１件の第一種特定原産地証明書に記載される輸出産品数を確認し、更にその輸

出産品に係る原産品判定番号のこれまでの使用回数を特定し計算します。仮に１件の証明書に

同じ輸出産品名が２回記載され、かつ、その輸出産品の判定番号が同一の場合は、第一種特定

原産地証明書記載産品数は２、原産品判定番号の使用回数は２回として加算されます。 

  

（２）発給手数料の確認方法 

◼ 手数料額を確認する 

第一種特定原産地証明書の発給手数料は発給事務所で審査が完了した時点で確定します。手数料金額は、

第一種特定原産地証明書発給システムから確認できます。 
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①［発給申請］メニューの［発給申請書入力］をクリックする 

［発給申請書一覧］画面が表示されます。 

 
 

②［発給申請状況照会 一覧］画面で、「状態」のプルダウンを「発給申請」から「空欄」に変更し、そ

の他の検索条件を設定して「検索表示」をクリックする 
 

 

↓ 

  
 

③ 発給手数料を確認する発給申請情報の受付番号をクリックする 
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⚫ 手数料額を確認できる証明書情報は、［状態］欄が［手続中（承認）］もしくは［交付済］の

ものです。 

 

④［発給申請書参照］画面左上の発給手数料を確認する 

⚫ 発給手数料の明細を確認するには、［手数料］をクリックして［手数料明細］画面を表示します。 

  

 

 

 

 

（３）発給手数料の納付方法 

発給手数料は、原則、事前振込（クレジット決済／事前振込）ですが、一定以上水準（２か月もしくは利

用金額が月25,000円以上）の場合は、納付方法を「後日振込払い」とすることが可能です。 

クレジット決済および事前振込は、発給システムでの手続きが必要です。システムの操作方法については、

以下のマニュアルをご参照ください。 

○クレジット決済マニュアル：https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/credit.pdf 

○事前振込マニュアル ： https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/furikomi.pdf 

 

  

https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/credit.pdf
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/furikomi.pdf
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５ 第一種特定原産地証明書の交付方法 

データ交換では、交付した特定原産地証明書がe-COとして相手国税関に直接送付されることから、e-CO

を発給申請者が受け取ることはありません。 

ただし、「交付済」の段階で、e-COの内容を反映したPDFファイルを発給申請書参照画面からダウンロ

ードすることが可能です。ダウンロード可能なタイミングは、クレジット決済・事前振込の場合は、手数料

の入金が確認できた後、後日払いの場合は、発給申請の審査完了後です。 

輸出者（発給申請者）が輸入者にPDFファイルを送付することで、輸入者は、発給システムから相手国税

関に送信されたe-COの内容を把握できるようになります。PDFファイルを輸入者に送る必要はありません

が、PDFファイルに記載されているe-COの証明書番号は、税関での輸入通関の際に、相手国側のシステム

で受信したe-COとの照合に必要になりますので、その証明書番号は輸入者に伝えていただく必要がありま

す。 

  

◼ PDFファイルの受取方法 

①［発給申請］メニューの［発給申請書入力］をクリックする 

［発給申請状況照会 一覧］画面が表示されます。 

 

 

②［発給申請状況照会 一覧］画面で、「状態」のプルダウンを「発給申請」から「交付済」に変更し、

「検索表示」をクリックする 

 

 

↓ 
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↓ 

③ 該当する受付番号をクリックする 

 オンライン発給の「印」ボタン押下すると、「⑤［証明書オンライン発給同意］画面」に遷移します。 

 
 

④［発給申請書参照］画面で、画面に一番下までスクロールして［証明書オンライン発給］ボタンをクリ

ックする 

証明書オンライン発給同意画面が表示されます。 

 

⑤［証明書オンライン発給同意］画面で、［同意する］ボタンをクリックする 

特定原産地証明書のPDF画面が表示されます。 
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⑥PDFファイルをダウンロードする 

⚫ 表示される特定原産地証明書のイメージ 

 

 

 

  

⚫ PDFファイルは、特定原産地証明書が有効な期間内（１年間）、ダウンロードが可能です。ダ

ウンロード回数の制限はありません。 

 

 

 

  

日タイ協定の場合、Marks and 

numbers（荷印・荷物番号）および
Number and kind of package（包装
数量・単位・形態）は産品毎に印字 
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◼ PDFファイルの詳細 

（注）赤枠内は理解を深めていただくための説明です。実際の証明書には印字されません。 

【日インドネシア協定】 
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【日タイ協定】 
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６ 相手国税関でのトラブル発生時の対応 

 日インドネシア協定ならびに日タイ協定について、日本から送信した e-CO に対して、輸入地税関等から

日本側に受領信号もしくは取消受領信号が返信されず、発給システム上の送信ステータスが「e-CO：送信中」

または「『元 e-CO：取消中』のままで『再発給 e-CO：送信中』」の場合やその他のシステムトラブルが生

じた場合には、輸入地税関の判断に基づき、代替措置として PDF ファイルでの輸入通関手続きが可能です。

ただし、PDF ファイルによる輸入通関後に、日商宛に事後報告が必要です 

なお、システムトラブル時以外の場合には、PDF ファイルを輸入地税関へ提出しても関税の減免手続きは

受けられませんのでご留意ください。 

（１）受領信号に係るシステムトラブルについての確認方法 

発給申請者から輸入者へ連絡のうえ、輸入者から「Indonesia National Single Window（以下、

「INSW」）」又は「Thailand National Single Window（以下、「TNSW」）」に対して原産地証明書番号

（18桁）を伝え、INSW又はTNSWでe-COの受信を確認できた場合、INSW又はTNSWから相手国税関経由で日

本側に当該e-COの受領信号もしくは取消受領信号を送信するよう要請してください。（特恵税率適用

に係る照会はインドネシア税関又はタイ税関宛に照会してください。） 

＜インドネシア（INSW） の連絡先※＞ 

・コンタクトセンター：https://insw.go.id/contact-center 

・メールアドレス：info@insw.go.id 

・電話：150-679 

＜タイ（TNSW） の連絡先※＞ 

・メールアドレス：callcenter@thainsw.net  

・電話：02-109-3000 

※出典：相手国NSWホームページから引用 

（２）PDFファイルによる輸入通関後の報告 

輸入地税関の指示に基づき PDFファイルによる輸入通関を実施した場合、発給申請者（輸出者）は当

所に対して、PDF ファイルで通関手続きを行った旨を以下①報告フォームから事後報告してください。

なお、貴社内セキュリティ等により報告フォームへアクセスできない場合には、以下②電子メールに

より事後報告してください。 

①報告フォームによる事後報告 

https://forms.gle/ZJHSg1YzpiCJV4jT8 

※入力に際して、証明書毎に入力してください。 

②電子メールによる事後報告 

メールアドレス：tokuteico@jcci.or.jp 宛に以下事項をご報告ください。 

・貴社名（和文） ・貴社企業登録番号 ・回答者氏名（例：日商 太郎） ・回答者電話番号 

・PDF ファイルで通関した協定名（「日タイ協定」または「日インドネシア協定」と記載） 

・PDF ファイルで通関した e-CO の発給受付番号（半角英数字９桁） 

・通関地の港名コード（本紙３頁のコード一覧参照） 

・輸入地税関 通関担当者氏名（分からない場合は「不明」と記載） 

・その他連絡事項 ※任意 

https://insw.go.id/contact-center
mailto:info@insw.go.id
mailto:callcenter@thainsw.net
https://forms.gle/ZJHSg1YzpiCJV4jT8
mailto:tokuteico@jcci.or.jp
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７ データ交換に関するQ＆A 

◆ コード選択 

Q．仕向地について、コード一覧表の中に、該当する港コードがない場合は記載しなくてよいでしょうか。

またL/C等で港等の文言が指定されている場合は、コードを記載せずに港名のみ記載することは可能でし

ょうか。 

A．コードが見当たらないとのことであれば、輸入者を通じて相手国税関に確認いただくのが確実です。な

お、発給システム上、仕向地は任意入力、遡及発給ではない通常の発給申請であれば、積込港も任意入力

です。入力する場合、コード選択＝港名選択であるため、コードと港名の記載はセットになります。 

 

Q．包装形態について、数種類の包装が混在する場合は、１種類しか選べない状態だと思うのですが、どう

すればいいでしょうか。 

A．日インドネシア協定の場合は、400種類ほどのコードの中から、代表的なものを１つ選んでいただくこ

とになります。 

 日タイ協定の場合は、まず「代表的な荷印・荷物番号」への入力が必要です。そのうえで、代表的な荷 

印・荷物番号と異なる場合に「産品毎の荷印・荷物番号」を記載します。 

 

Q．包装数量・単位・形態について、どのように選択・記載すればいいのでしょうか。 

A．代表とする包装形態コードを選択、数は総数を記載します。代表とする包装形態の基準は特にございま

せんので申請者でご判断いただくことになります。各産品のそれぞれの包装形態と数量・単位は相手国税

関においてインボイス等の書類で確認することとなります。輸入者を通じて相手国税関に確認いただくの

が確実です。 

 

Q．包装形態のコード一覧を見たのですが、該当するコードが見当たりません。  

A．輸入者を通じて相手国税関に確認いただくのが確実です。 

 

◆ 荷印の記載方法【日タイ協定のみ】 

Q．荷印について、これまで「Ｘ社 box No.1- 10」のように簡略記載してきましたが、今後は個々の荷印と

産品が紐づく様に入力しなければならないのでしょうか。また、荷印と産品が紐づいていない場合、通関

時に問題は生じるのでしょうか。   

A．日タイ政府間の合意事項は、“産品毎に荷印を記載”ですので、個々の荷印と産品が紐づく様に入力いた

だくのが望ましいです。不安がある場合は、輸入者を通じてタイ税関に事前確認いただくのが確実です。  

 

Q．同じ産品が、異なる荷印で別々に梱包されている場合、産品毎に別の荷印を記載するということでしょ

うか。 

A．その通りです。同じ産品でも荷印が異なる場合には、産品毎に荷印を記載します。ただし、判断が難し

い場合には、タイ税関に事前確認いただくのが確実です。 

 

Q．ケースマークの入力文字数制限について、データ交換導入に伴い文字数は拡張されますか。これまで 
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は、入力可能文字数内で省略するなどして記載していました。 

A．入力文字数制限に変更はありません。ただし、これまで全産品のケースマークをまとめて記載していた

ところが、データ交換開始後は産品単位での記載となりますので、産品の数だけ実質的に入力可能文字

数が増えると言えます。なお、データ交換開始後も「as per (invoice 番号) dated(日付)」は手入力で利

用できますので、ご検討ください。 

 

Q．個々の産品毎の荷印はありますが、統一的な荷印・荷物番号はありません。この場合、「代表的な荷

印・荷物番号」は空欄にして、個々の産品毎の荷印のみを入力すればよいでしょうか。 

A．荷印・荷物番号がある場合には、まず「代表的な荷印・荷物番号」への入力が必要です。そのうえで、

代表的な荷印・荷物番号と異なる場合に「産品毎の荷印・荷物番号」を記載します。 なお、統一的な荷

印・荷物番号がない場合は、産品毎の荷印・荷物番号のうち、いずれかを「代表的な荷印・荷物番号」

に必ず入力してください（代表的な荷印・荷物番号については、申請者にて適宜選定）。 

 

◆ TSVテーブル仕様書【日タイ協定のみ】 

Q．TSVテーブル仕様書について、HED情報No.23～25 の情報を産品情報No.24～26に転記したい場合、発

給システムのチェックボックスのようにTSV上にフラグを立てる必要がありますか。  

A．TSV上にフラグを立てる必要はありません。産品情報 No.24～26 が空欄の場合、HED情報No.23～25 

が自動転記されます。また、産品情報NO.24～26 に入力がある場合は、産品情報の入力内容が優先しま

す。  

 

Q．TSVについて、HED情報No.22:Marks and Numbers および、産品情報No.23：同が「任意」項目ですが、

荷印が存在しても企業判断で空欄としてもよいでしょうか。 

A．HED情報No.22:Marks and Numbers および、産品情報No.23：同の任意入力は、荷印・荷物番号がない

場合を想定したシステム上の取扱いです。このため、荷印・荷物番号がある場合には、HSD情報No.22 

に必ず荷印・荷物番号を入力してください。そのうえで、「産品毎の荷印・荷物番号」がある場合には、

産品情報No.23 に荷印・荷物番号入力してください。 

 

◆ 発給申請時のTSV取込 

Q．積込地や仕向地等について、TSVにおいてコード（ID）を記載せずに英文のみ記載した場合、英文に記

載した内容が発給申請書入力画面に表示されるという理解で合っていますでしょうか。 

A．ご理解のとおりです。ただし、例えば、積込地が「JPNGO：Nagoya, Aichi」の場合、コード（ID）の

場合は「JPNGO」ですが、英文の場合は「Nagoya, Aichi」と、TSVに記載する文字数が多くなります。 

「Nagoya」と「Aichi」の間にある「,（カンマ） 」の入力も必要です。カンマの入力が無いなど、不一致

の場合にはTSV取り込み時にエラー画面が表示されます。 

 

 

◆ データ交換開始前に作成した発給申請書のデータ 

Q．発給申請システム内にいくつか発給申請書のテンプレートを保存しています。データ交換が開始される

と、今まで保存したものは引き続き使えるのでしょうか。それとも新たに入力が必要なのでしょうか。 
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A．データ交換開始前の保存データは引き続き使うことが可能です。ただし、データ交換開始後、コード値

等、データ交換に対応した項目を新たに入力いただく必要があります。 

 

Q．データ交換開始前に発給申請を行い審査中である発給申請書のデータについては、データ交換開始後、

システム上、どのように処理されるのでしょうか。 

A．データ交換開始時点で審査途中の発給申請書のデータについては、すべて「保存」状態に戻ります。 

 

◆ データ交換開始前に交付された特定原産地証明書 

Q．データ交換開始前にPDFファイルで交付された特定原産地証明書は、データ交換開始後、特に問題なく

使えるのでしょうか。 

A．当該PDFファイルの特定原産地証明書については、証明書の有効期限内であれば、データ交換開始後で

あっても有効です。 

 

Q．データ交換開始以前にPDFファイルで交付された特定原産地証明書について、再発給申請を行いたいの

ですが、データ交換（e-CO）による再発給申請は可能でしょうか。 

A．データ交換開始以前に発給した特定原産地証明書については、e-COでは再発給出来ませんので、新規

で発給申請してください。 

 

◆ その他 

Q．特定原産地証明書のデータ交換が開始後、他の出荷書類（インボイス、 P/L、B/L）は引き続き原本で

の運用となるのでしょうか。 

A．今回のデータ交換は、特定原産地証明書に関することです。相手国税関での輸入申告時のB/Lやインボ

イス等の提出方法につきましては、輸入者を通じて相手国税関にお問い合わせください。 
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第一種特定原産地証明書の取得手順やEPA活用に関する

お問い合せ先 

◼ EPA活用や証明制度に関する相談（主にステップ１～４） 

日本貿易振興機構（JETRO）本部（東京） TEL：03-3582-4943 

日本貿易振興機構（JETRO）大阪本部 TEL：06-4705-8606 

その他の地域の日本貿易振興機構（JETRO） https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html 

EPA相談デスク MAIL:epa-desk@epa-info.go.jp 

経済産業省原産地証明室（認定輸出者制度含む） TEL ： 03-3501-1511 （ 内 線 ： 3247 ～

3248） 

 

◼ 第一種特定原産地証明書の取得手続きについて（主にステップ５以降） 

日本商工会議所国際部 特定原産地証明担当 TEL：03-3283-7850 

（特定原産地証明発給業務 問い合わせフォーム） https://www.jcci.or.jp/tokuteico-form.html 

判定 発給 日本商工会議所事務所 電話 

 ○ 札幌事務所（札幌商工会議所内） TEL：011-231-1318 

 ○ 仙台事務所（仙台商工会議所内） TEL：022-265-8184 

 〇 新潟事務所（新潟商工会議所内） TEL：025-290-4209 

 ○ 黒部事務所（黒部商工会議所内） TEL：0765-52-0242 

 ○ 金沢事務所（金沢商工会議所内） TEL：076-263-1161 

 ○ 千葉事務所（千葉商工会議所内） TEL：043-227-4101 

 ○ さいたま事務所（さいたま商工会議所内） TEL：048-641-0015 

○ ○ 東京事務所（東京商工会議所内） TEL：03-6364-7771 

○ ○ 横浜事務所（横浜商工会議所内） TEL：045-671-7406 

○ ○ 浜松事務所（浜松商工会議所内） TEL：053-452-1112 

 ○ 清水事務所（静岡商工会議所内） TEL：054-353-3401 

 ○ 富士事務所（富士商工会議所内） TEL：0545-52-0995 

 ○ 岐阜事務所（岐阜商工会議所内） TEL：058-264-2134 

○ ○ 名古屋事務所（名古屋商工会議所内） TEL：052-223-5720 

 ○ 蒲郡事務所（蒲郡商工会議所内） TEL：0533-68-7171 

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html
https://www.jcci.or.jp/tokuteico-form.html
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 ○ 豊川事務所（豊川商工会議所内） TEL：0533-86-4101 

 ○ 四日市事務所（四日市商工会議所内） TEL：059-352-8191 

 ○ 福井事務所（福井商工会議所内） TEL：0776-33-8253 

 〇 鯖江事務所（鯖江商工会議所内） TEL：0778-51-2800 

○ ○ 京都事務所（京都商工会議所内） TEL：075-341-9761 

○ ○ 大阪事務所（大阪商工会議所内） TEL：06-6944-6216 

 ○ 神戸事務所（神戸商工会議所内） TEL：078-303-5807 

 ○ 岡山事務所（岡山商工会議所内） TEL：086-232-2262 

 ○ 広島事務所（広島商工会議所内） TEL：082-222-6651 

 ○ 福山事務所（福山商工会議所内） TEL：084-921-2346 

 ○ 高松事務所（高松商工会議所内） TEL：087-825-3501 

○ ○ 福岡事務所（福岡商工会議所内） TEL：092-441-1230 

○ ○ 北九州事務所（北九州商工会議所内） TEL：093-541-0185 

 

  

⚫ 日本商工会議所は、経済産業大臣からEPAに係る第一種特定原産地証明書の発給事務を行う指定発

給機関に指定されています（日シンガポール協定除く）。 

⚫ 第一種特定原産地証明書発給（取得手順など）については、日本商工会議所国際部、および日本商

工会議所の各事務所までご連絡ください。 

⚫ EPA活用に関する相談（ビジネス相談含む）は、日本貿易振興機構（JETRO）、EPA関連法令につ

いては、経済産業省原産地証明室までご連絡ください。 

 

 


